
現在お持ちの指定難病医療受給者証の有効期限は9月30日までです。

引き続き交付を希望される場合は、更新手続きが必要です。2ページの受付窓口に

必要書類を持参し申請してください。

【必要書類】2、3ページ参照

【！注意事項！】

・受付期限に間に合わない場合でも、令和８年9月30日（水）までは申請できます

が、受給者証の発送は10月1日以降になりますので、あらかじめ御了承ください。

なお、審査の結果、不承認となった場合は、受給者証ではなく不承認の通知を送付

します。

・令和8年10月1日以降に申請された場合は、更新ではなく新規申請の取扱いとなり

ます。その場合、臨床調査個人票（診断書）は新規申請用が必要です。

また、新規審査には2～3か月を要します。

・更新申請に必要な臨床調査個人票（診断書）は担当医師が作成いたします。

事前に病院へ相談し、早めに御準備をお願いいたします。

・郵送で申請される場合は、郵送書類に不備がないよう事前に居住区の受付窓口へ

御相談ください。

また、個人情報が含まれるため、簡易書留郵便にて居住区の受付窓口へ郵送し、

封筒には「指定難病更新申請書在中」と朱書してください。

※郵送は消印日を受付日とします。

             

    
        
         

        

        

      

              
       
        

      

                     

         

       

     

     

     

                     

                     
              
              

                     

                     
               
             

               

               

                     

                     
               

               

               
               
               

・受給者証の期限は令和8年9月30日まで

です。更新手続きを令和8年7月17日（金）

までに行ってください。

・今年度から臨床調査個人票（診断書）の送

付を廃止しました。引き続き更新申請には

臨床調査個人票の提出が必要になります

ので、受給者証に記載された疾病名の臨床

調査個人票の作成を医療機関に依頼してく

ださい。人票（診断書）令和7年10月1日～令和8年9月30日まで

指定難病医療受給者証更新手続き等の御案内

受付期間：令和8年6月1日(月)～令和8年7月17日(金)
午前９時から午後４時３０分まで ※土・日・祝日を除く

※受付期間終盤は窓口が非常に混雑しますので、早めの手続きをお願いします。
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※郵送は消印日を受付日とします。

受付窓口及び問合せ先一覧

更新手続きに必要な書類

□ ① 特定医療費（指定難病）支給認定申請書（更新用）【同封】

□ ② 臨床調査個人票（今年度から同封しておりません）
※難病指定医、協力難病指定医に、同封の「臨床調査個人票（紙様式）の送付

廃止について」を御提示のうえ、作成を依頼してください。

□ ③ 健康保険及び保険世帯を確認できる書類（写し）

□ ④ 受給者証

※高額かつ長期、軽症高額の該当を確認しますので、申請月以前の

12ヶ月分の全ての受給者証をお持ちください。

例）医療保険等が変更になり3枚お持ちの方は、3枚お持ちください。

申請者全員が提出する書類
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□ ⑤ 同意書
必要な方：被用者保険に加入しており、同じ医療保険に加入している方が全員

非課税の方

※熊本市ホームページからダウンロードしていただくか、受付窓口にて

書類をお受け取りください。

□ ⑥ 非課税収入の金額がわかる年金振込通知書、各種手当証書等

（写し）
※令和７年1月～12月に受給された金額を確認します。

必要な方：同じ医療保険に加入している方が全員非課税で、受給者本人に遺族

年金、障害年金などの非課税収入がある方

※受給者本人（患者が18歳未満の場合は その保護者）の年収が

82万6500円以下かどうかを確認するための資料となります。

※生活保護受給者を除きます。

□ ⑦ 御家族分のマイナンバー確認書類の写し
または令和８年度（2026年度）市区町村民税課税・非課税証明書の写し

必要な方：令和８年1月1日現在、熊本市に住民票がない同じ医療保険に

加入している御家族がいる方

□ ⑧ 特定医療費（指定難病）または小児慢性特定疾病医療費受給者証
必要な方：同じ医療保険に加入されている世帯内に指定難病または小児慢性

特定疾病の医療費助成受給者がいる方

□ ⑨ 特定医療費（指定難病）支給認定変更（届）申請書【同封】
必要な方：受給者証の記載内容や申請事項等に変更がある方

（氏名、住所、医療保険、市町村民税課税額等に変更がある方）

※詳しくは5ページに記載

該当する方のみ提出していただく書類

御不明な点がありましたら、2ページの「受付窓口及び問合

せ先一覧」まで御連絡ください。

熊本市ホームページはこちら→
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特例に該当する方は、申請書の「特例申請等」の該当する部分において 「あり」に〇をつけ
てください。

階層区分が「C1」「C2」「D」の方で、特定医療費（指定難病）の支給認定後、申請月以

前の１２か月以内で自己負担上限額管理票等の医療費総額（10割分）が50,000円を

超える月が６月以上ある場合は高額かつ長期に該当し、申請により自己負担上限月額

が減額されます。

支給認定を受けた指定難病により、一日中、人工呼吸器、体外式補助人工心臓（※ペー

スメーカーは対象外））を装着する必要があり、日常生活動作が著しく制限されている

方は、主治医に臨床調査個人票へその旨を記載してもらい、申請していただくことで自

己負担上限月額が1,000円に減額されます。

（1）軽症高額

（2）高額かつ長期

（3）人口呼吸器等装着者

特定医療費（指定難病）支給認定の要件である重症度分類を満たさない場合でも、申

請により以下の要件を満たせば認定されます。

【要件】

申請月以前の12か月以内（※）において、指定難病に係る医療費総額（10割分）が

33,330円を超える月が3月以上あること。

※「①申請月から起算して12か月前の月」または「②支給認定を受けようとする指定難

病の発症日が属する月」の①、②を比較していずれか後に来る月から申請月までの期

間。

特例（軽症高額、高額かつ長期、人工呼吸器等装着者）について
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同じ医療保険に加入している方の所得状況や治療状況に応じて、以下のとおり自己

負担上限額（月額）が設定されています。

【自己負担限度額表】

現在お持ちの受給者証の記載内容や申請事項等に変更がある方は、変更（届）申請書

（添付書類を含む）を提出してください。

自己負担上限月額について

変更（届）申請について
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臨床調査個人票の研究利用に関する御説明
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